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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選曲された楽曲のカラオケ演奏を行うためのカラオケシステムにおいて、
　所定のモードの選択に基づいて、前記選曲された楽曲の歌詞に相当する文字列を表示さ
せる表示制御部と、
　表示された前記文字列の中からある文字が指定された場合、前記選曲された楽曲の演奏
開始から指定された文字の発音を終了すべきタイミングまでの演奏時間を特定する演奏時
間特定部と、
　特定された前記演奏時間が到来した場合、前記選曲された楽曲のカラオケ演奏を中止さ
せる演奏処理部と、
　を有し、
　前記表示制御部は、前記文字列に含まれる文字のうち、前記所定のモードの選択がなさ
れたタイミング以降のタイミングで発音すべき文字のみを表示させるカラオケシステム。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記所定のモードが選択された後に表示された文字を、前記カラオ
ケ演奏の進行に合わせて消去することを特徴とする請求項１記載のカラオケシステム。
【請求項３】
　前記演奏処理部は、特定された前記演奏時間に基づく時間情報を提示することを特徴と
する請求項１または２に記載のカラオケシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はカラオケシステムに関する。
【０００２】
　従来のカラオケシステムには、利用者により選曲された楽曲をフルコーラスで演奏させ
るのではなく、所定区間（１コーラス、２コーラス等）の演奏終了後に自動的にカラオケ
演奏を中止させる機能が備えられている。所定区間は、カラオケ事業者により予め設定さ
れた中から任意のものを選択することで決定される。
【０００３】
　従って、選択された所定区間について、ある利用者にとっては長いと感じる一方、別の
利用者にとっては短いと感じる場合もありうる。すなわち、予め設定された所定区間に基
づく演奏中止の機能を用いた場合、利用者によってはカラオケ歌唱を十分に楽しむことが
できない恐れがあった。
【０００４】
　ここで、特許文献１には、楽曲毎に各利用者により指示された演奏中止位置を履歴とし
て記憶しておき、閾値以上となった演奏中止位置に近い演奏区間にて自動的に楽曲演奏を
終了させる技術が開示されている。そして、特許文献１においては、演奏中止位置の履歴
に基づいて、利用者毎に演奏中止位置を決定する技術についても開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１６１７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１のカラオケシステムでは、利用者の演奏中止履歴がない場合、カラ
オケ演奏を自動で中止することができない。つまり、初めて歌唱する楽曲や、演奏中止を
行ったことがない楽曲については、演奏中止の機能を利用することができない。
【０００７】
　また、利用者によっては、同じ楽曲を歌唱する場合であっても、その場の雰囲気（店舗
の業態、聴衆の数等）で演奏中止のタイミングを適宜変更したいと考えることもありうる
。このような場合、予め事業者が設定した所定区間や過去の履歴に基づく演奏中止機能で
は、利用者の希望するタイミングでの演奏中止が困難である。
【０００８】
　本発明の目的は、利用者が任意のタイミングでカラオケ演奏の中止を行うことが可能な
カラオケシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための主たる発明は、選曲された楽曲のカラオケ演奏を行うための
カラオケシステムにおいて、所定のモードの選択に基づいて、前記選曲された楽曲の歌詞
に相当する文字列を表示させる表示制御部と、表示された前記文字列の中からある文字が
指定された場合、前記選曲された楽曲の演奏開始から指定された文字の発音を終了すべき
タイミングまでの演奏時間を特定する演奏時間特定部と、特定された前記演奏時間が到来
した場合、前記選曲された楽曲のカラオケ演奏を中止させる演奏処理部と、を有するカラ
オケシステムである。
　本発明の他の特徴については、後述する明細書及び図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、利用者が任意のタイミングでカラオケ演奏の中止を行うことができる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係るカラオケ装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図２】第１実施形態に係るリモコン装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】第１実施形態に係るリモコン装置の記憶部に記憶されているデータを示す図であ
る。
【図４Ａ】第１実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図４Ｂ】第１実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図４Ｃ】第１実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図５】第１実施形態に係るカラオケ本体のハードウェア構成例を示す図である。
【図６】第１実施形態に係るカラオケ装置の処理を示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図８】第２実施形態に係るカラオケ装置の処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　後述する明細書及び図面の記載から、上記の主たる発明の他、少なくとも以下の事項が
明らかとなる。
【００１３】
　すなわち、前記表示制御部が、前記文字列に含まれる文字のうち、前記所定のモードの
選択がなされたタイミング以降のタイミングで発音すべき文字のみを表示させるカラオケ
システムが明らかとなる。このようなカラオケシステムによれば、カラオケ演奏を中止さ
せることが可能なタイミングを把握しやすくなる。
【００１４】
　また、前記表示制御部が、前記所定のモードが選択された後に表示された文字を、前記
カラオケ演奏の進行に合わせて消去するカラオケシステムが明らかとなる。このようなカ
ラオケシステムによれば、カラオケ演奏を中止させることが可能なタイミングをより把握
しやすくなる。
【００１５】
　また、前記演奏処理部が、特定された前記演奏時間に基づく時間情報を提示するカラオ
ケシステムが明らかとなる。このようなカラオケシステムによれば、現在のカラオケ演奏
が中止されるまでの時間を聴衆が把握できる。
【００１６】
＜第１実施形態＞
　図１～図６を参照して、第１実施形態に係るカラオケ装置１について説明する。カラオ
ケ装置１は「カラオケシステム」の一例である。
【００１７】
＝＝カラオケ装置＝＝
　カラオケ装置１は、利用者が選曲した楽曲のカラオケ演奏及び利用者がカラオケ歌唱を
行うための装置である。図１に示すように、カラオケ装置１は、リモコン装置１０、カラ
オケ本体２０、スピーカ３０、表示装置４０、及びマイク５０を備える。
【００１８】
［リモコン装置］
　リモコン装置１０は、カラオケ本体２０に対する各種操作をおこなうための装置である
。利用者はリモコン装置１０を用いて歌唱を希望する楽曲の選曲等を行うことができる。
また、本実施形態に係るリモコン装置１０は、カラオケ演奏を中止させるための各種処理
を行う（詳細は後述）。図２に示すように、リモコン装置１０は、記憶部１１、通信部１
２、表示部１３、操作部１４、及び制御部１５を備える。
【００１９】
　記憶部１１は、各種のデータを記憶する大容量の記憶装置である。本実施形態に係る記
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憶部１１は、カラオケ演奏を行うための楽曲それぞれに固有の識別子（楽曲ＩＤ）や楽曲
名、及び歌詞テロップデータをたとえば、図３に示すようなテーブル形式で記憶する。歌
詞テロップデータは、カラオケ楽曲の歌詞に相当する文字列を表示部１３や表示装置４０
に表示させるためのデータである。ここで、文字列に含まれる各文字には、歌唱時機指示
情報が付加されている。歌唱時機指示情報は、その１文字の発音を開始すべきタイミング
と、発音を終了すべきタイミングとがカラオケ楽曲の演奏開始からの経過時間として記述
されている。
【００２０】
　通信部１２は、カラオケ本体２０とデータや信号の送受信を行う。表示部１３は、楽曲
の選曲画面や予約画面等を表示する。操作部１４は、リモコン装置１０に対して各種操作
の指示入力を行うための入力手段である。タッチパネル方式の表示部１３が操作部１４を
兼ねるように構成してもよい。
【００２１】
　制御部１５は、ＣＰＵおよびメモリ（いずれも図示なし）を備える。ＣＰＵは、メモリ
に記憶された動作プログラムを実行することにより各種の制御機能を実現する。メモリは
、ＣＰＵに実行されるプログラムを記憶したり、プログラムの実行時に各種情報を一時的
に記憶したりする記憶装置である。
【００２２】
　図２に示すように、本実施形態に係るリモコン装置１０は、表示制御部１００及び演奏
時間特定部２００を備える。表示制御部１００及び演奏時間特定部２００は、制御部１５
のＣＰＵがメモリに記憶されるプログラムを実行することにより実現される。
【００２３】
　表示制御部１００は、リモコン装置１０における各種表示制御を実行する。たとえば、
表示制御部１００は、表示部１３に楽曲の選曲画面を表示させる。選曲画面にて利用者が
楽曲Ａを選曲した場合、表示制御部１００は、表示部１３に予約画面Ｉ１を表示させる（
図４Ａ参照）。予約画面Ｉ１には、利用者が選曲した楽曲Ａの楽曲名及び楽曲ＩＤと共に
、予約ボタンＢ１、戻るボタンＢ２、中止設定モード選択ボタンＢ３が表示される。中止
設定モードは、カラオケ演奏の途中で演奏を中止させるための設定を行うモードである。
このようなモードを選択することにより、利用者はカラオケ演奏を中止させるタイミング
を指定することが可能となる。
【００２４】
　予約ボタンＢ１が選択された場合、表示制御部１００は、通信部１２を介して利用者が
選曲した楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本体２０に送信する。カラオケ本体２０は、当該楽
曲ＩＤに対応する楽曲データを記憶部２３（後述）から読み出し、予約順に沿ってカラオ
ケ演奏を開始させる。一方、戻るボタンＢ２が選択された場合、表示制御部１００は、選
曲画面を表示させ、新たな選曲を可能とする。
【００２５】
　ここで、中止設定モード選択ボタンＢ３が選択された場合、表示制御部１００は、選曲
された楽曲の歌詞に相当する文字列を表示させる。
【００２６】
　具体的には、表示制御部１００は、選曲された楽曲Ａに対応する歌詞テロップデータを
記憶部１１から読み出し、歌詞に相当する文字列を表示させる（歌詞表示画面Ｉ２。図４
Ｂ参照）。なお、歌詞テロップデータは、カラオケ本体２０の記憶部２３から受信したも
のを用いてもよい。また、文字列の表示は、図４Ｂに示すように一部の文字列のみを表示
させ、スクロールバーを操作することにより全ての文字列を表示可能とする形式でもよい
し、フォントサイズを調整して一画面に全ての文字列を表示させる形式でもよい。このよ
うに、文字列は予め設定された所定のレイアウト形式に基づいて表示される。本実施形態
に係る中止設定モード選択ボタンＢ３の選択は、「所定モードの選択」の一例である。
【００２７】
　利用者は、操作部１４を介し、歌詞表示画面Ｉ２に表示された文字列の中から歌唱を中
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止したいタイミングに相当する文字を指定する。図４Ｃは、図４Ｂの歌詞表示画面Ｉ２に
おいて、歌詞「眩しく映るのはなぜ」に含まれる文字「ぜ」が指定された例を示す。
【００２８】
　この場合、演奏時間特定部２００は、選曲された楽曲の演奏開始から当該文字の発音を
終了すべきタイミングまでの演奏時間を特定する。
【００２９】
　上述の通り、各文字は、利用者がその１文字の発音を終了すべきタイミングがカラオケ
楽曲の演奏開始からの経過時間として記述されている。従って、上記例において、演奏時
間特定部２００は、文字列の中から指定された文字「ぜ」に記述されている演奏開始から
発音を終了すべきタイミングまでの経過時間を「演奏時間Ｔ１」として特定する。
【００３０】
　利用者は、歌詞表示画面Ｉ２に表示された文字列の中から歌唱を中止したいタイミング
に相当する文字「ぜ」を指定した後、中止設定ボタンＢ４を選択する。この場合、演奏時
間特定部２００は、特定された演奏時間Ｔ１及び選曲した楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本
体２０に送信する。なお、歌詞表示画面Ｉ２に表示された戻るボタンＢ５が選択された場
合、表示制御部１００は予約画面Ｉ１を表示させる。
【００３１】
　なお、本実施形態では、表示された文字列の中から歌唱を中止したいタイミングに相当
する１文字を指定しているが、これに限らず行単位で指定してもよい。たとえば、利用者
が中止タイミングとして、歌詞「あなたに逢えたその日から」を行指定した場合、演奏時
間特定部２００は、最後の文字である「ら」の経過時間を「演奏時間Ｔ１」として特定す
る。
【００３２】
［カラオケ本体］
　カラオケ本体２０は、楽曲の演奏制御、歌詞や背景映像等の表示制御、マイク５０を通
じて入力された音声信号の処理といった、カラオケ演奏及びカラオケ歌唱に関する各種の
制御を行う。図５はカラオケ本体２０のハードウェア構成例を示す図である。カラオケ本
体２０は、制御部２１、通信部２２、記憶部２３、音響処理部２４、表示処理部２５及び
操作部２６を備える。各構成はインターフェース（図示なし）を介してバスＢに接続され
ている。
【００３３】
　制御部２１は、ＣＰＵおよびメモリ（いずれも図示なし）を備える。ＣＰＵは、メモリ
に記憶された動作プログラムを実行することにより各種の制御機能を実現する。メモリは
、ＣＰＵに実行されるプログラムを記憶したり、プログラムの実行時に各種情報を一時的
に記憶したりする記憶装置である。カラオケ本体２０は演奏処理部３００を備える。演奏
処理部３００は、制御部２１のＣＰＵがメモリに記憶されるプログラムを実行することに
より実現される。
【００３４】
　演奏処理部３００は、カラオケ装置１におけるカラオケ演奏に関する各種制御を行う。
【００３５】
　たとえば、演奏処理部３００は、リモコン装置１０から受信した楽曲ＩＤ（選曲された
楽曲の楽曲ＩＤ）に基づき、対応する楽曲の楽曲データ、歌詞テロップデータ、及び背景
画像データを記憶部２３から読み出す。そして、演奏処理部３００は、音響処理部２４を
制御し、楽曲データに基づいてカラオケ演奏を行わせる。なお、リモコン装置１０へ歌詞
テロップデータを送信する場合には、記憶部２３から歌詞テロップデータが読み出された
タイミングにてリモコン装置１０に送信する。
【００３６】
　更に、本実施形態に係る演奏処理部３００は、演奏時間特定部２００により特定された
演奏時間が到来した場合、選曲された楽曲のカラオケ演奏を中止させる。
【００３７】
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　たとえば、上記例において、カラオケ本体２０がリモコン装置１０から演奏時間Ｔ１及
び楽曲Ａの楽曲ＩＤを受信したとする。この場合、演奏処理部３００は、楽曲Ａのカラオ
ケ演奏を開始させると共に楽曲Ａの演奏開始からの経過時間をカウントする。そして、演
奏処理部３００は、音響処理部２４を制御し、経過時間が演奏時間Ｔ１となった時点でカ
ラオケ演奏を中止させる。なお、本実施形態における「中止」には、カラオケ演奏の音量
を徐々に低下させる所謂「フェードアウト」も含まれる。
【００３８】
　通信部２２は、リモコン装置１０とデータや信号の送受信を行う。
【００３９】
　記憶部２３は、各種のデータを記憶する大容量の記憶装置である。記憶部２３は、カラ
オケ装置１によりカラオケ演奏を行うための楽曲データを記憶する。楽曲データは、楽曲
毎に所定のＩＤ（楽曲ＩＤ）が付与されている。楽曲データは、ＭＩＤＩデータ、リファ
レンスデータ等が含まれる。また、記憶部２３は、歌詞テロップデータ、及びカラオケ演
奏時に表示装置４０に表示される背景画像に相当する背景画像データを記憶する。
【００４０】
　音響処理部２４は、制御部２１の制御に基づき、上述のカラオケ演奏の制御のほか、マ
イク５０を通じて入力された音声信号の処理を行う。
【００４１】
　表示処理部２５は、制御部２１の制御に基づき、表示装置４０における各種表示に関す
る処理を行う。たとえば、表示処理部２５は、カラオケ演奏時における背景映像に歌詞テ
ロップや各種アイコンが重ねられた映像を表示装置４０に表示させる。
【００４２】
　操作部２６は、パネルスイッチおよびリモコン受信回路などからなり、利用者によるカ
ラオケ装置１のパネルスイッチあるいはリモコン装置１０の操作に応じた信号を制御部２
１に対して出力する。制御部２１は、操作部２６からの操作信号を検出し、対応する処理
を実行する。
【００４３】
［スピーカ、表示装置、マイク］
　スピーカ３０は、カラオケ本体２０からの放音信号に基づいて放音するための構成であ
る。表示装置４０はカラオケ本体２０からの信号に基づいて映像や画像を画面に表示する
ための構成である。マイク５０は入力される利用者の声（歌唱音声）等をアナログの音声
信号に変換してカラオケ本体２０に入力するための構成である。
【００４４】
＝＝カラオケ装置の動作について＝＝
　次に、図６を参照して本実施形態に係るカラオケ装置１の動作の具体例について述べる
。図６は、カラオケ装置１の動作例を示すフローチャートである。ここでは、利用者が中
止設定モードを選択する例について述べる。
【００４５】
　利用者は、リモコン装置１０を介し、歌唱を希望する楽曲Ａを選曲する（楽曲の選曲。
ステップ１０）。
【００４６】
　楽曲Ａを選曲した後、利用者は予約画面上で中止設定モードの選択を行う（中止設定モ
ードの選択。ステップ１１）。
【００４７】
　中止設定モードが選択された場合、表示制御部１００は、選曲された楽曲Ａの歌詞に相
当する文字列を表示させる（文字列の表示。ステップ１２）。
【００４８】
　利用者は、操作部１４を介し、ステップ１２で表示された文字列の中から歌唱を中止し
たいタイミングに相当する文字を指定する（文字の指定。ステップ１３）。
【００４９】
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　演奏時間特定部２００は、ステップ１０で選曲された楽曲Ａの演奏開始からステップ１
３で指定された文字の発音を終了すべきタイミングまでの演奏時間を特定する（演奏時間
の特定。ステップ１４）。
【００５０】
　演奏時間特定部２００は、ステップ１４で特定された演奏時間及びステップ１０で選曲
された楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本体２０に送信する（演奏時間及び楽曲ＩＤの送信。
ステップ１５）。
【００５１】
　カラオケ本体２０の演奏処理部３００は、音響処理部２４を制御し、ステップ１５でリ
モコン装置１０から送信された楽曲Ａの楽曲ＩＤに基づいて楽曲Ａのカラオケ演奏を開始
させる（演奏開始。ステップ１６）。
【００５２】
　一方、演奏処理部３００は、ステップ１６におけるカラオケ演奏開始からの経過時間を
カウントする。経過時間がステップ１５で送信された演奏時間となった場合（ステップ１
７でＹの場合）、演奏処理部３００は、楽曲Ａのカラオケ演奏を中止させる（演奏中止。
ステップ１８）。
【００５３】
　このように本実施形態に係るカラオケ装置１によれば、選曲された楽曲の歌詞に相当す
る文字列を表示させ、その中から利用者が任意の文字を指定することにより、演奏を中止
するタイミングを自由に設定させることができる。すなわち、利用者は任意のタイミング
でカラオケ演奏を中止させることができる。
【００５４】
＜第１実施形態の変形例＞
　なお、カラオケ演奏の中止設定は、演奏中であればいつでも可能である。たとえば、カ
ラオケ演奏が開始された後に中止設定（文字の指定）を行うことも可能である。
【００５５】
　この場合、利用者は予約画面Ｉ１において予約ボタンＢ１を選択する。表示制御部１０
０は、通信部１２を介して利用者が選曲した楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本体２０に送信
する。カラオケ本体２０は楽曲Ａのカラオケ演奏を開始させる。この際、演奏処理部３０
０は、楽曲Ａの演奏開始からの経過時間をカウントする。
【００５６】
　その後、利用者が中止設定モードの選択を行った場合（たとえば、リモコン装置１０上
に表示された中止設定モード選択ボタンを選択した場合）、表示制御部１００は、歌詞表
示画面Ｉ２と同様の画面を表示させる。利用者は表示された文字列の中から任意の文字を
指定する。演奏時間特定部２００は、楽曲Ａの演奏開始から指定された文字の発音を終了
すべきタイミングまでの演奏時間を特定し、カラオケ本体２０に送信する。
【００５７】
　演奏処理部３００は、カラオケ演奏開始からの経過時間が受信した演奏時間となった時
点で楽曲Ａのカラオケ演奏を中止させる。
【００５８】
　或いは、一度設定した演奏時間の変更（中止するタイミングの変更）も可能である。た
とえば、カラオケ演奏の中止設定を一旦行い、楽曲のカラオケ演奏が開始された後に、利
用者がカラオケ歌唱をもう少し長い時間を行いたいと考えたとする。この場合、利用者は
、図４Ｃに示した歌詞表示画面Ｉ２に表示された文字列の中から、先に指定した文字（た
とえば、歌詞「眩しく映るのはなぜ」に含まれる「ぜ」）よりも後のタイミングで発音す
べき文字（たとえば、歌詞「くらべてた」に含まれる「た」）を指定することができる。
演奏時間特定部２００は、文字列の中から新たに指定された文字に記述されている演奏開
始から発音を終了すべきタイミングまでの経過時間を「演奏時間Ｔ２」として特定する。
演奏時間特定部２００は、カラオケ本体２０に演奏時間Ｔ２を送信する。演奏処理部３０
０は、先に受信した演奏時間Ｔ１を演奏時間Ｔ２に更新し、カラオケ演奏開始からの経過
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時間が演奏時間Ｔ２となった時点で楽曲Ａのカラオケ演奏を中止させる。
【００５９】
　また、カラオケ演奏を中止した場合には、その後に文字の指定ができないようにするこ
とも可能である。たとえば、演奏処理部３００はカラオケ演奏の中止信号をリモコン装置
１０に送信する。当該中止信号に基づいて、表示制御部１００は、楽曲Ａの歌詞に相当す
る文字列を表示部１３から消去する。
【００６０】
＜第２実施形態＞
　図７及び図８を参照して、第２実施形態に係るカラオケ装置１について説明する。第１
実施形態と同様の構成については詳細な説明を省略する。
【００６１】
　第１実施形態で述べたように、歌詞表示画面には楽曲の歌詞全てに相当する文字が表示
される。ここで、第１実施形態の変形例のように、カラオケ演奏が開始された後に文字の
指定を行う場合、歌詞表示画面に表示された文字の中には、既にカラオケ演奏が終了した
区間に含まれる文字も存在する。このような文字を利用者が誤って指定した場合には、カ
ラオケ演奏を中止することができない。本実施形態はカラオケ演奏開始後に中止設定を行
う場合に、カラオケ演奏を中止できるタイミングを利用者に提示することが可能な構成に
ついて説明を行う。
【００６２】
　本実施形態に係る表示制御部１００は、文字列に含まれる文字のうち、所定のモードの
選択がなされたタイミング以降のタイミングで発音すべき文字のみを表示させる。
【００６３】
　たとえば、図４Ａに示す予約画面Ｉ１において予約ボタンＢ１が選択された場合、表示
制御部１００は、通信部１２を介して利用者が選曲した楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本体
２０に送信する。そして、カラオケ本体２０の演奏処理部３００は、楽曲Ａのカラオケ演
奏を開始したとする（上述の通り、演奏処理部３００は、楽曲Ａの演奏開始からの経過時
間をカウントする）。また、本実施形態に係る表示制御部１００は、リモコン装置１０の
表示部１３上に中止設定モード選択ボタンを表示させる。
【００６４】
　ここで、利用者が中止設定モード選択ボタンを選択すると、表示制御部１００は、その
旨の信号（選択信号）をカラオケ本体２０に送信する。この例では、楽曲Ａのカラオケ演
奏が「あなたに逢えたその日から」の文字が含まれる区間まで終了したタイミングＸで中
止設定モード選択ボタンの選択がなされたとする。
【００６５】
　カラオケ本体２０の演奏処理部３００は、選択信号を受信した場合、タイミングＸの時
点におけるカラオケ演奏の経過時間Ｔ３（現在の演奏時間）をリモコン装置１０に送信す
る。
【００６６】
　表示制御部１００は、受信した経過時間Ｔ３と楽曲Ａの歌詞に相当する文字列に含まれ
る文字それぞれに記述されている歌唱時機指示情報とを比較し、経過時間Ｔ３に含まれな
い文字列（経過時間Ｔ３以降のタイミングで発音すべき文字）を特定する。この例では、
楽曲Ａの文字列のうち、「眩しく映るのはなぜ」以降の文字列が特定されたとする。
【００６７】
　表示制御部１００は、歌詞表示画面Ｉ２において、楽曲Ａの歌詞に相当する文字列のう
ち、経過時間Ｔ３に含まれない文字列のみを表示させる（図７参照）。利用者は表示され
た文字列の中から、第１実施形態と同様、任意の文字を指定することが可能となる。
【００６８】
＝＝カラオケ装置の動作について＝＝
　次に、図８を参照して本実施形態に係るカラオケ装置１の動作の具体例について述べる
。図８は、カラオケ装置１の動作例を示すフローチャートである。
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【００６９】
　利用者は、リモコン装置１０を介し、歌唱を希望する楽曲Ａを選曲する（楽曲の選曲。
ステップ２０）。
【００７０】
　リモコン装置１０は、ステップ２０で選曲された楽曲Ａの楽曲ＩＤをカラオケ本体２０
に送信する（楽曲ＩＤの送信。ステップ２１）。
【００７１】
　カラオケ本体２０の演奏処理部３００は、音響処理部２４を制御し、ステップ２１でリ
モコン装置１０から送信された楽曲Ａの楽曲ＩＤに基づいて楽曲Ａのカラオケ演奏を開始
する（演奏開始。ステップ２２）。
【００７２】
　また、演奏処理部３００は、ステップ２２におけるカラオケ演奏開始からの経過時間を
カウントする（経過時間のカウント。ステップ２３）。
【００７３】
　カラオケ演奏開始後のあるタイミングにおいて、利用者はリモコン装置１０を介して中
止設定モードの選択を行う（中止設定モードの選択。ステップ２４）。中止設定モードが
選択された場合、表示制御部１００は、その旨の選択信号をカラオケ本体２０に送信する
（選択信号の送信。ステップ２５）。
【００７４】
　演奏処理部３００は、選択信号を受信した場合、ステップ２４の時点におけるカラオケ
演奏の経過時間をリモコン装置１０に送信する（経過時間の送信。ステップ２６）。
【００７５】
　表示制御部１００は、ステップ２６で送信された経過時間と楽曲Ａの歌詞に相当する文
字列に含まれる文字それぞれに記述されている歌唱時機指示情報とを比較し、当該経過時
間に含まれない文字列を特定する（文字列の特定。ステップ２７）。
【００７６】
　表示制御部１００は、選曲された楽曲Ａの歌詞に相当する文字列のうち、ステップ２７
で特定された文字列のみを表示させる（特定された文字列の表示。ステップ２８）。
【００７７】
　利用者は、操作部１４を介し、ステップ２８で表示された文字列の中から歌唱を中止し
たいタイミングに相当する文字を指定する（文字の指定。ステップ２９）。
【００７８】
　演奏時間特定部２００は、ステップ２０で選曲された楽曲Ａの演奏開始からステップ２
９で指定された文字の発音を終了すべきタイミングまでの演奏時間を特定する（演奏時間
の特定。ステップ３０）。
【００７９】
　演奏時間特定部２００は、ステップ３０で特定された演奏時間をカラオケ本体２０に送
信する（演奏時間の送信。ステップ３１）。
【００８０】
　演奏開始からの経過時間がステップ３１で送信された演奏時間となった場合（ステップ
３２でＹの場合）、演奏処理部３００は、楽曲Ａのカラオケ演奏を中止させる（演奏中止
。ステップ３３）。
【００８１】
　このように本実施形態に係るカラオケ装置１によれば、中止設定モードを選択した時点
で既にカラオケ演奏が終了した区間に含まれる文字については、表示部１３に表示させな
い。従って、利用者はカラオケ演奏を中止させることが可能なタイミングを把握しやすく
なる。また、リモコン装置１０では全ての歌詞を表示させる必要がないため、一画面に表
示しやすくなる。従って、利用者はスクロールのような作業を行わなくともカラオケ演奏
中止のタイミングを選択することが可能となる。
【００８２】
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＜第３実施形態＞
　第３実施形態に係るカラオケ装置１について説明する。第１実施形態等と同様の構成に
ついては詳細な説明を省略する。
【００８３】
　第２実施形態の構成において、中止設定モードを選択した後に表示部１３に表示された
文字列を確認し、演奏を中止したいタイミングに相当する文字を指定するまでには時間を
要する場合がある。一方、その間もカラオケ演奏は進行する。よって、文字を指定するま
でに時間を要した場合には、第２実施形態の構成により表示された文字列の中にも、既に
カラオケ演奏が終了した区間に含まれる文字が存在する可能性がある。本実施形態はこの
ような場合を考慮して、利用者に対してカラオケ演奏を中止できるタイミングを提示する
ことが可能な構成について説明を行う。
【００８４】
　本実施形態に係る表示制御部１００は、所定のモードが選択された後に表示された文字
を、カラオケ演奏の進行に合わせて消去する。
【００８５】
　たとえば、第２実施形態と同様、カラオケ本体２０の演奏処理部３００がカラオケ演奏
の経過時間Ｔ３をリモコン装置１０に送信したとする。
【００８６】
　表示制御部１００は、受信した経過時間Ｔ３と楽曲Ａの歌詞に相当する文字列に含まれ
る文字それぞれに記述されている歌唱時機指示情報とを比較し、経過時間Ｔ３に含まれな
い文字列を特定する。
【００８７】
　表示制御部１００は、歌詞表示画面Ｉ２において、楽曲Ａの歌詞に相当する文字列のう
ち、経過時間Ｔ３に含まれない文字列のみを表示させる（図７参照）。
【００８８】
　一方、演奏処理部３００は、経過時間Ｔ３を送信した後、リモコン装置１０から特定さ
れた演奏時間の送信が所定時間（たとえば数秒間）ない場合、その時点での経過時間Ｔ４
をリモコン装置１０に送信する。
【００８９】
　表示制御部１００は、受信した経過時間Ｔ４と楽曲Ａの歌詞に相当する文字列に含まれ
る文字それぞれに記述されている歌唱時機指示情報とを比較し、経過時間Ｔ３から経過時
間Ｔ４までの間に含まれる文字列を特定する。この例では、楽曲Ａの文字列のうち、「眩
しく映るのはなぜ」の文字列が特定されたとする。
【００９０】
　表示制御部１００は、図７に示した歌詞表示画面Ｉ２において、楽曲Ａの歌詞に相当す
る文字列のうち、経過時間Ｔ３から経過時間Ｔ４に含まれる文字列「眩しく映るのはなぜ
を消去する。以降、特定された演奏時間の送信があるまで同様の処理を繰り返す。
【００９１】
　なお、文字の消去のタイミングは、既にカラオケ演奏が終了している区間に含まれる文
字を選択してしまうこと（誤選択）を防止する観点から様々な設定が可能である。たとえ
ば、表示制御部１００は、経過時間Ｔ４を受信した場合、経過時間Ｔ４よりも少し長い時
間（経過時間Ｔ５）を設定し、経過時間Ｔ３から経過時間Ｔ５までの間に含まれる文字列
を特定し、その文字列を消去する。このように実際のカラオケ演奏よりも少し先の区間に
含まれる文字列を予め消去しておくことにより、誤選択を確実に防止できる。
【００９２】
　また、上記例では、演奏処理部３００が定期的に経過時間を送信する例について述べた
がこれに限られない。たとえば、表示制御部１００側で経過時間Ｔ３からの所定時間をカ
ウントし、所定時間に含まれる文字列を順次消去することでもよい。
【００９３】
　このように本実施形態に係るカラオケ装置１によれば、中止設定モードを選択した時点
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から所定時間が経過しても演奏時間の特定がなされない場合には、カラオケ演奏の進行に
合わせて文字列を順次消去することができる。従って、利用者はカラオケ演奏を中止させ
ることが可能なタイミングをより把握しやすくなる。
【００９４】
＜その他＞
　なお、リモコン装置１０と同様の処理を、利用者が所有する携帯端末（スマートフォン
、タブレット端末等）を介して実現することも可能である。この場合、リモコン装置１０
と同様の機能は、携帯端末にダウンロードしたアプリケーションで所定のプログラムを実
行することにより実現できる。この場合、カラオケ装置１及び携帯端末が「カラオケシス
テム」の一例となる。
【００９５】
　また、演奏処理部３００は、特定された演奏時間に基づく時間情報を提示することも可
能である。たとえば、特定された演奏時間が４分の場合、演奏処理部３００は、演奏時間
を受信した際に「残り４分です」といったテロップを表示装置４０に表示させることがで
きる。あるいは、演奏処理部３００は、特定された演奏時間から残りの演奏時間を算出し
、その値をカウントダウン表示させることも可能である。このようなカラオケシステムに
よれば、聴衆は、現在行われているカラオケ演奏が中止される時間を把握できる。
【００９６】
　また、楽曲の歌詞テロップデータに区間情報を付加し、選曲した楽曲の歌詞の文字列を
表示制御部１００が表示させる時に、「Ａメロ」、「Ｂメロ」、「サビ」、「間奏」等の
付加情報を併せて表示させてもよい。このような付加情報を表示させることにより、利用
者がカラオケ演奏を中止させる文字を指定する際に補助することができる。
【００９７】
　上記実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定するものではない。
上記の構成は、適宜組み合わせて実施することが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範
囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。上記実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００９８】
　１　カラオケ装置（カラオケシステム）
　１０　リモコン装置
　２０　カラオケ本体
　１００　表示制御部
　２００　演奏時間特定部
　３００　演奏処理部
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